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排水基準を定める省令の一部を改正する省令について 

（窒素含有量・海域） 
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当社では毎月メールマガジンを配信しております！ 
情報はよく目にするが情報量が多い。情報はあるけれど理解しづらい文章が多い。

そのような お悩みを解決すべく、なるべくわかりやすい文章で、最新情報や時期的に

必要と思われる情報をメールマガジンにしてお届けしています。ご了承いただければ

配信致します。 

2021 年 10 月 1 日から窒素の暫定基準を実質延長する省令が公布されました。 

2021 年 5 月 19 日に環境省にて開催された中央環境審議会水環境・土壌農薬部会排水規制等  

専門委員会において、「窒素含有量（海域）に係る暫定排水基準の見直し」について検討されました。

天然ガス鉱業においては、2021 年 9 月末までの暫定排水基準として 160mg/L が設定されて  

いますが、今回の省令においては、現行の暫定排水基準を維持することが適当として、  

2023 年 9月 30 日までの適用となり、現状の暫定基準が延長される形になります。 

 

当社では、多くの排水項目の分析について長年の実績がございます。ご不明な点等ありましたら、

是非一度ご相談ください 

 

資料 2021 年 9 月 24 日付 環境省報道発表資料 

環境検査箇所 荒木琢也
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